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加
熱
し
て
、
食
中
毒
菌
を
死
滅
さ

　

せ
ま
し
ょ
う
。
特
に
、
お
肉
は
中
心

　

部
ま
で
十
分
に
加
熱（
中
心
温
度
：

　

75
℃
、
１
分
以
上
）し
て
か
ら
食
べ

　

ま
し
ょ
う
。

　
　

作
っ
た
料
理
は
で
き
る
だ
け
早
く

　

食
べ
ま
し
ょ
う
。
保
存
す
る
場
合
は

　

冷
蔵
庫
な
ど
を
上
手
に
使
い
、
細
菌

　

の
増
殖
を
抑
え
ま
し
ょ
う
。　

　
　

手
洗
い
・
調
理
器
具
・
食
材
の
洗

　

浄
を
し
っ
か
り
行
な
い
ま
し
ょ
う
。

　
　

焼
肉
・
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
時
、
食
べ

　

る
箸
と
焼
く
箸
は
使
い
分
け
ま
し
ょ
う
。

○免除の内容
　保険料の納付が免除（全額・４分の３・半額・４分
の１）されます。本人・配偶者・世帯主の前年所得
による審査があります。
　免除の対象期間は、７月から翌年の６月までの１
年間です。
○納付猶予
　50歳未満のかた（学生を除く）で、本人および配偶
者の所得が一定額以下の場合は、申請により保険料
の納付が猶予されます。

○申請
　申請先は町民生活課保険年金担当です。
　過去２年１か月前の分までさかのぼって申請がで
きます。申請書は１年度分ごとに１枚提出すること
になります。

　

気
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や
湿
度
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高
く
な
る
時
期
は
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が
増
え
や
す
く
、
病
原
性
大
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O
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１
５
７
や
、
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
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よ
る
食
中
毒
の
危
険
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高
く
な
り

ま
す
。

問
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け
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①
付
け
な
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３
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食
中
毒
菌
を

　
「
付
け
な
い
、

　
　
　
増
や
さ
な
い
、

　
　
　
　
　
　
や
っ
つ
け
る
」

を
実
践
し
、
食
中
毒
か
ら
身
を
守
り
ま

し
ょ
う
！

　経済的な理由や災害などにより保険料を納めることが困難なときは、申請し承認されると保険料が免除されます。

　交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付
けるため、７月15日（金）から24日（日）までの10日間で実
施されます。
　この期間、次の３点を特に注意して、夏の交通死亡事
故ゼロを達成しましょう。

１自動車による交通事故防止
 ・自動車を運転する人は、早めのライト点灯、合図、
　スピードダウンを心掛けましょう。
 ・夕暮れ時に外出する際は、明るい色の衣服や反射材を
　身に着けましょう。

３飲酒運転の根絶
 ・飲酒運転は悪質な犯罪です。危険性、悪質性を再確認
　しましょう。
 ・二日酔いによる運転も飲酒運転です。してはいけません。

２自転車の交通安全ルールを守る
 ・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
 ・夜間はライトを点灯
 ・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認

緑色

被保険者証の一斉更新

問合せ　町民生活課　保険年金担当　　☎62-1232

国民年金保険料の免除制度があります

問合せ　秩父年金事務所　　　　　　☎27-6560
　　　　町民生活課　保険年金担当　☎62-1232

　お手持ちの後期高齢者医療被保険者証の有効
期限は平成28年７月31日です。
　新しい被保険者証を７月中旬に簡易書留郵便
で発送します。（受け取りの際は、印鑑が必要で
す。）
　７月中に届かない場合は、下記担当までご連
絡ください。

夏
は
細
菌
に
よ
る

ご
注
意
く
だ
さ
い！

食
中
毒
に

後期高齢者医療保険交通事故に気をつけ、楽しい夏を過ごしましょう！
夏の交通事故防止運動


